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号言止
ち1 日

作成年月日 作成者 ¥J. 証 趣 巴s 
(阪本・写しの別)

原子炉設需変更許日I申請n寺
の安全評価の妥当性は，本指

発電用軽水型原子
針に適合していることを確

原子力安全委 認することによって審資さ
乙35 炉施設の安全詳価 写し H13. 3. 29 

員会 れること及び本指鈴におい
に関する審査指針

て，安全評価における判断基

準，解析の条件等が示されて

いること

債務者が，本件発電所の原子

大飯発電所原子炉
炉設置変更許可申請時の安

全評価において，解析の条例・

乙36
設置変更許可巾訪

として制御棒挿入時間 2.2秒
の l

書(1号， 2号， 3 写し 1114.8.21 債務者
を設定していること及びこ

号及び 4号原子炉
の解析結果は安全評価審査

施設の変更)(抜粋)
指針に規定される判断基準

を満たすものであること

乙36 大飯発電所原子炉

の 2 設置変更許ロJ申請 写し H15. 3. 19 債務者 債務者が，平成 14年 8月 21
書(1号， 2号 3 日付の本件発電所の原子炉

号及び 4号!京子炉 設置変更許可申請書の一部
乙36 施設の変更)の一部 写し HI5.8.11 債務者 を補正していること
の 3

補正巾読書(抜粋)

乙37
'ヴし H2. 4. 4 

通商産業大臣

の i 武藤嘉文

乙37
写し 117. 12. 22 

通商産業大臣

の 2 橋本龍太郎

乙37 関西電力株式会社
写し 119. 3. 18 

通商産業大臣

の 3 大飯発電所の原子 佐藤信て

乙37
炉の設置変更(1 

通商産業大臣
号， 2号， 3号及び 写し 1110.5. 28 

の4 4弓原子炉施設の
堀内光雄

本件発電所について，原子炉

乙37 変更)について 通商産業大臣 の増設の許可以降に 8屈の

の 5 (乙 37の 7は「大 写し HI2.6.30 
深谷隆司 原子炉設置変更許可を受け

飯発電所の原子炉 ていること
乙37 設置変更(1号 2 写し HI5.9.25 

経済産業大Lii

の日 号， 3号及び4号原 中川i沼ー

子炉施設の変更)に 経済定業大臣

乙37 ついてJ) 臨時代照

の 7
勺tし H17. 10. 14 

11iJ務大臣
伊藤達也

乙37
写し H20. 5. 30 

経済産業大臣

の 8 廿利明



原子力安全・保安院が，省令

62号5条の解釈において，旧

耐震設計審査指針を適用し

て設置文は設置変更が許可

された発電用原子力設備に

ついて，共体的な評価手法と

しては「原子力発電所耐震設

発電用原子力設備 計技術指針(追補版)J (JEA 

乙38
に関する技術基準

写し 1123. 10.7 
原子力安全・ G460ト1991)等によるとして

を定める省令の解 保安院 いること及び同 24条の解釈

釈について(抜粋) において，緊急停止時の制御

俸の挿入時間は，設置許可申

請書添付書類八の仕様及び

添付書類十における運転時

の異常な過渡変化及び事故

の評価で設定した時間を満

たしていることとしている

こと

制御棒挿入時間について， t出
震時の判定基準は定まった

原子力発電所耐震
ものがなく，現行では，安全

設計技術指針(追補
解析評価上の観点から設定

乙39 版) 写し 113. 12. 20 
社団法人日本 された値が一応の目安とさ

JEAG4601-1991 
電気協会 れていること及び地震時に

(抜粋)
目安時間を越える場合は J品

j度解析等により，安全性等を

確認できればよいとされて

いること

新耐震指針に照ら
原子力安全・保安i涜が，耐震

した既設発電用原
バックチェックの地震応答

子炉施設等の耐震
解析に際しては，応答倍率法

安全性の詳価及び
により評{dliでき，応答倍率法

乙40 確認に当たっての 'ヴし 自18.9.20
原子力安全・ による評悩結果により詳細

基本的な考え方i¥t.
保安院 解艇が必要な設備は，スペク

びに評価手法及び
トルモーダル解析法または

確認基準について
時刻廃応答解析法から選択

(抜粋)
して評価することとしてい

ること

大飯発電所 :3，4号

機新耐震指針に照

らした耐震安全性

評価(中間報告迫補 耐震バックチェックにおい

乙41
版)に関する補足説

写し 1122. 1. 15 債務者
て，本件発電所の制御棒挿入

明資料 耐震安全 ~奇問について，応答倍率 11;を

1'1:評価結果につい 用いて評価していること

て 安全上重要な

機掠・配管系ー(抜

粋)



乙42
地震時制御棒持人

写し H24.9 
三菱重工業株 1M御俸挿入時間評価におけ

時間評価について 式会干l る時刻!豆解析11について

詳細な解析手法であるスペ

クトルモーダル解析法を用

3連lIiIJを仮定した いて算定された基準地震動

地震動に対する応 S 2に対する制御棒挿入1時間

乙43 答{古率法による討E 写し H24. 10 債務者 をもとに，応答倍率法により

価結果(大飯 3・4 FO-A~FO-B 断層と

号機) 熊川断層が連動した場合の

1M御棒挿入時間を算定する

と， 2.04秒となること

原子力安全基盤機構の機器

平成 17年度原子力 耐力試験においては， 上ド弱j

施設等の耐震性評 による制御棒挿入性への影

価技術に関する試 強立行政法人 響を検討し，上ド地震動によ

乙44 験及び調育機 ~al 写し H18. 8 原子力安全基 るilll御棒挿入性への影響は

カその 2(PWRilill 盤機構 水平地震動に比べて十分小

御棒J申入性)に係る さいとの結論のもと，水平lIiIJ

報告書(抜粋) による試験を実施している

こと

4 


